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改正法に関するＱ＆Ａ
Ｑ１現在日本に在留している外国人は、何か手続きをしな

いと住民票は作成されないの？

Ａ１一定の条件を満たす外国人については原則手続きの
必要はなく、外国人登録原票に基づき仮住民票を作

成しますので、施行日までは外国人登録の手続きを正確に行っ
てください。

Ｑ２新規に入国した外国人はどのような手続きが必要？

Ａ２住所を定めた後、入国の際に空港等で交付された在
留カード等を持参し、住所地の市町村へ転入の届出

をしていただくことになります。 

Ｑ３日本で出生した外国人はどのような手続きが必要？

Ａ３外国人が日本で出生した場合には、14日以内に出生
届を提出する必要があります。また、出生から30日

以内に入国管理局で在留資格の取得の申請が必要です。 

Ｑ４新しい制度では、引っ越しをした時には外国人も転出
の届出が必要？

Ａ４本当です。現行の外国人登録法では、引っ越しをした
際には転入先の市町村のみに居住地変更登録の申請

をするだけでしたが、新制度では、外国人住民も転出地の市町
村に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市町
村で転入届をすることになります。

Ｑ５外国人住民も住民基本台帳カードを利用できるように
なるの？

Ａ５利用できるようになります。ただし、外国人住民の方
が住基ネットに加わるのはさらに１年以内の予定です

ので、住基カードを作ることができるようになるのもそれ以後
になります。 

　　

市
町
村
が
、
日
本
人
と
同
様
に
、

外
国
人
住
民
に
対
し
，
基
礎
的
行

政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
制
度
の

必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

 

こ
の
た
め
、
日
本
人
と
同
様
に
、

住
民
基
本
台
帳
法
の
適
用
対
象
に

加
え
、
外
国
人
住
民
の
利
便
の
増

進
及
び
市
町
村
等
の
行
政
の
合
理

化
を
図
る
た
め
の
「
住
民
基
本
台

帳
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」

が
本
年
７
月
９
日
施
行
さ
れ
、
同

時
に
外
国
人
登
録
法
は
廃
止
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

  

ま
た
、
入
管
法
も
改
正
さ
れ
、

新
し
い
在
留
管
理
制
度
が
ス
タ
ー

ト
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

◎
外
国
人
に
も
住
民
票
を
作
成

 

現
行
の
住
民
基
本
台
帳
法
（
以
下

「
住
基
法
」
と
い
い
ま
す
。）
が
改

正
さ
れ
、
外
国
人
住
民
に
つ
い
て

も
住
基
法
の
適
用
対
象
に
加
え
ら

れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
結
果
、
日
本
人
と
同
様
に

住
民
票
が
作
成
さ
れ
、
日
本
人
住

民
と
外
国
人
住
民
の
住
民
票
が
世

帯
ご
と
に
編
成
さ
れ
、
住
民
基
本

台
帳
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

  

外
国
人
登
録
原
票
に
基
づ
き
仮

住
民
票
を
作
成
し
、
５
月
中
旬
に

対
象
者
（
世
帯
）
へ
送
る
予
定
で
す
。

そ
れ
を
確
認
し
記
載
の
内
容
に
変

更
・
修
正
が
あ
る
場
合
は
、
市
民

課
で
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。 

※
外
国
人
の
方
が
世
帯
主
に
な
る

　

こ
と
も
で
き
ま
す
。

◎
外
国
人
の
利
便
性
が
向
上

  
こ
れ
ま
で
住
基
法
と
外
国
人
登

録
法
の
２
つ
の
別
々
の
制
度
で
把

握
し
て
い
た
複
数
国
籍
世
帯
（
外

国
人
と
日
本
人
で
構
成
す
る
世
帯
）

に
、
世
帯
全
員
が
記
載
さ
れ
た
住

民
票
の
写
し
等
が
発
行
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

  

住
民
基
本
台
帳
は
住
民
に
関
す
る

事
務
処
理
の
基
礎
と
な
る
も
の
で

あ
り
、
転
入
届
な
ど
に
よ
り
、
国

民
健
康
保
険
な
ど
、
各
種
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
届
出
と
の
一
本
化
が
図
ら

れ
手
続
が
簡
素
化
さ
れ
ま
す
。

  

法
務
大
臣
と
市
町
村
長
と
の
情
報

の
や
り
と
り
に
よ
り
、
外
国
人
住

民
の
方
が
法
務
省
（
地
方
入
国
管

理
局
）
市
町
村
に
そ
れ
ぞ
れ
届
出

す
る
と
い
っ
た
負
担
は
軽
減
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　
　

市
民
課
市
民
担
当

　
　

（
内
線
１
２
３
〜
１
２
５
）

外
国
人
住
民
の
住
民
基
本

台
帳
制
度
が
ス
タ
ー
ト

総務省ＨＰ（外国人住民の住民基本台帳制度について）
法務省ＨＰ（新しい在留管理制度について）
詳しくは、上記ホームページでご確認ください。

外
国
人
の
方
へ

国
際
交
流
し
て
み
ま
せ
ん
か

　

ホ
ス
ト
フ
ァ
ミ
リ
ー
募
集
！！

　

姉
妹
都
市
で
あ
る
米
国
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
州
フ
ェ
ア
フ
ィ
ー
ル

ド
市
と
交
換
留
学
生
に
よ
る
相
互

交
流
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

今
年
も
７
月
上
旬
か
ら
約
３
週

間
の
日
程
で
高
校
生
と
引
率
者
の

７
名
が
韮
崎
市
を
訪
れ
ま
す
。

　

日
本
を
肌
で
感
じ
た
い
と
思
っ

て
い
る
フ
ェ
ア
フ
ィ
ー
ル
ド
市
の

学
生
や
引
率
者
を
、
家
族
の
一
員

と
し
て
、
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
で
受
け

入
れ
て
く
だ
さ
る
「
ホ
ス
ト
フ
ァ

ミ
リ
ー
」を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

日
本
に
い
な
が
ら
多
様
な
価
値

観
や
文
化
を
共
有
で
き
る
、
素
敵

な
体
験
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

　

受
け
入
れ
に
特
別
な
準
備
は
い

り
ま
せ
ん
。

　

み
な
さ
ん
の
応
募
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

■
期
間【
予
定
】

　
　

７
月
10
日（
火
）
〜

　
　

７
月
30
日（
月
）【
21
日
間
】

■
募
集
家
庭
数　

学
生
３
家
庭　

　
　

引
率
者
１
家
庭

※
今
回
受
け
入
れ
に
ご
協
力
を

い
た
だ
け
る
ご
家
庭
に
つ
き

ま
し
て
は
、
12
月
〜
１
月
に

予
定
し
て
い
る
フ
ェ
ア
フ
ィ

イ
ル
ド
市
へ
の
派
遣
学
生
選

考
の
際
に
優
先
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

■
応
募
締
切　

５
月
17
日（
木
）

※
直
接
、
企
画
財
政
課
窓
口
へ 

　

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み

　

企
画
推
進
担
当
内

　

国
際
交
流
実
行
委
員
会
事
務
局

　

（
内
線
３
５
５
〜
３
５
７
）
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１減災力の強い家庭づくり　２減災力の強い地域づくり　３減災力の強い公共づくり
私たちは、東日本大震災から、地震など自然災害による被害を完全に防ぐことには限界があるこ

とを再認識しました。発災時に想定しうる被害を最小限に食い止める減災対策は極めて重要であり

ます。このため、日頃から家庭、地域、行政その他関係機関が相互に連携し、市民一人ひとりが「自

分たちの地域は、自分たちで守る」という、自助・共助の精神を高め、災害に対する意識を高め、訓練や備

えにより減災力を高め、安心して暮らせるまちづくりを推進するために、３月議会において、次のように「減

災力の強いまちづくり」宣言をしました。

市民の皆様には、家庭での備えや地域での訓練等に積極的に参加していただき、減災意識の向上に努めてい

ただきますようお願いします。

自主防災組織の強化を目指して！地域減災リーダー育成講座を開催
■目　　的　東日本大震災の教訓から、災害から被害を最小限にするためには、日頃から皆様が自主的に減災への

取り組みを行なう、自主防災組織が必要です。家族や自主防災組織の強化を行なうことを目的に、地
域減災リーダーの育成を図ります。

■受講教材 減災研修基礎：「減災とは」東日本大震災の実態から学ぶ
普通救命基礎：救急救命の知識、止血、搬送
ＬＣＰ応用：個人や家庭の減災力
ＡＣＰ応用：小地域（組・班）の減災力
避難所運営：指定避難所の運営

■日　　程

●時間・会場 昼：１３時３０分～３時３０分　夜：１９時～２１時（受付各３０分前）
　　　　　　　市民交流センター「ニコリ」１階会議室

※【普通救命講習日程表】

●時　間／午前９時～１２時　
●会　場／峡北消防本部もしくは、北杜消防署
●申込み／韮崎消防署 ☎２３ー１４９９　　北杜消防署 ☎３２ー２５０８
　　　　　※詳細については、峡北消防本部ホームページを参照ください。

※【認定試験日程表】

●時　間／午後１時３０分～２時３０分（受付３０分前）
●会　場／市民交流センター「ニコリ」１階会議室
●申込み／総務課防災交通担当（内線３３９・３９９）
●お問い合わせ／受講内容等：ＮＰＯ法人減災ネットやまなし　２３ー５６５６
　　　　　　　　受講方法等：総務課防災交通担当（内線３３９・３９９）

５月 ７月 ９月 11月 ２月
日 曜日 日 曜日 日 曜日 日 曜日 日 曜日

基礎
減 災 研 修

昼 １３ 日 １６ 月 ９ 日 １１ 日 １１ 月

夜 ２２ 火 １６ 水 １２ 水 ２０ 火 １９ 火

普 通 救 命 ※下記、【普通救命講習日程表】参照

応用

C L P 応用
昼 １９ 土 １４ 土 １５ 土 １０ 土 ９ 土

夜 １５ 火 １０ 火 １１ 火 １３ 火 １２ 火

ACP 応用
昼 ２０ 日 ２２ 日 １７ 月 １８ 日 １７ 日

夜 ２３ 水 ２５ 水 １９ 水 ２１ 水 ２０ 水

避難所運営
昼 ２６ 土 ２８ 土 ２２ 土 ２５ 日 ２３ 土

夜 ２４ 木 ２６ 木 ２０ 木 ２２ 木 ２１ 木

５月 ６月 ７月 ８月 ９月
日 曜日 日 曜日 日 曜日 日 曜日 日 曜日

峡北消防本部（韮崎） ２０ 日 ２０ 水 ２２ 日 ２２ 水 １６ 日

北杜消防署（長坂） １９ 土 １７ 日 １４ 土 １９ 日 １５ 土

認定試験実施月 ６月 ８月 10月 12月 ３月
実施日（曜日） ２日（土） ４日（土） ６日（土） ８日（土） ９日（土）

減災力の強いまちづくりを目指すために●　●　●　●　●　●　減災力の強いまちづくりを目指すために　●　●　●　●　●　●
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　「山梨百名山」のひとつでもある甘利山は、６月中
旬から下旬にかけて、レンゲツツジの大群落によって
山頂一帯が真紅に染まります。高山植物の宝庫として
も知られ、夏から秋にかけては貴重な植物が咲き誇り
ます。また、山頂からは富士山や八ヶ岳など、大パノ
ラマも望むことができます。千頭星山まで足を延ばせ
ば、初心者向けのトレッキングも楽しめます。
　自然観察やハイキングの拠点として、グリーンロッ
ジをぜひご利用ください。

■開設期間 ５月１日～１０月３１日

■お問い合わせ 商工観光課観光担当

　　　　　　　　（内線２１３・２１４）

■利用申込 甘利山グリーンロッジ　☎０９０－８５９５－６１４１

■利用料金

施　設 単　位 使用者・部屋区分
使　用　料

摘　　　要
市　内 市　外

大 部 屋
（相部屋）

宿　泊
（１人／１泊）

小中学校又は特別支援
学校の児童及び生徒 300円 300 円

高等学校の生徒 500円 500 円
その他 1,000 円 1,500 円

個　 室

宿　泊
(１部屋／１泊)

4人部屋 (5 人 ) 6,000 円 8,000 円
8人部屋 (9人 ) 12,000 円 16,000 円

休憩（1部屋）
4人部屋 2,000 円 3,000 円
8人部屋 4,000 円 6,000 円

炊 事 場 １人分／１回 100円 100 円 宿泊並びに個室で休
憩される方は無料。シャワー 　１人／１回 100円 100 円

寝 具 　１組／１回 300円 300 円

※宿泊者・部屋区分欄の（　）書は、エキストラベット使用時定員とする。
※シャワーご利用の方は、タオルをご持参ください。　※宿泊者以外の炊事場供用時間は、10 時から 16 時まで。
※自炊施設のため、食材は各自ご持参ください。　　　※小学校就学前の乳幼児は、施設使用料無料です。

甘利山グリーンロッジが今年もオープン
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　　12月まで
口 座 振 替 推 進

キャンペーン

市
税
等
は
、
韮
崎
市
で
行
う
さ

ま
ざ
ま
な
事
業
、
各
種
サ
ー
ビ
ス

の
た
め
の
貴
重
な
財
源
と
な
り
ま

す
。

　

市
で
は
そ
の
大
切
な
市
税
等
を

納
期
内
に
自
ら
納
め
て
い
た
だ
く

自
主
納
付
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

特
に
口
座
振
替
に
よ
る
納
税
は
、

一
度
お
申
込
み
い
た
だ
く
と
、
指

定
さ
れ
た
金
融
機
関
か
ら
、
納
期

ご
と
に
自
動
的
に
引
き
落
と
さ
れ

る
、
便
利
で
、
安
心
、
確
実
な
納

入
方
法
で
す
。

４
月
か
ら
12
月
ま
で
を
口
座
振

替
推
進
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
期
間
と
し

て
、
新
た
に
市
税
等
の
口
座
振
替

申
込
み
（
新
規
の
税
目
追
加
を
含

む
）
を
さ
れ
た
方
で
、
申
込
日

の
先
着
順
に
１
、５
０
０
名
様
に
、

５
０
０
円
分
の
ク
オ
カ
ー
ド
を
進

呈
し
ま
す
。

納
税
者
お
一
人
に
対
し
て
、
一

枚
の
ク
オ
カ
ー
ド
と
し
、
平
成
24

年
度
の
課
税
及
び
、
こ
れ
ま
で
の

滞
納
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
後

に
郵
送
し
ま
す
。
な
お
、
申
込
者

が
１
、
５
０
０
人
を
超
え
た
申
込

日
の
方
は
、
抽
選
と
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

※
発
送
を
も
っ
て
発
表
に
代
え
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

■
対
象
税
目

・
市
県
民
税
（
普
通
徴
収
）

・
固
定
資
産
税

（
都
市
計
画
税
を
含
む
）

・
軽
自
動
車
税

（
所
有
す
る
全
て
の
車
両
）

・
国
民
健
康
保
険
税

・
介
護
保
険
料
（
普
通
徴
収
）

・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　

（
普
通
徴
収
）

■
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
対
象
申
込
期
間

12
月
28
日（
金
）ま
で

■
申
込
方
法
①

次
の
金
融
機
関
の
窓
口
へ
預
金

通
帳
・
口
座
届
出
印
を
お
持
ち
に

な
り
、
預
金
口
座
振
替
依
頼
書

（
韮
崎
市
内
の
金
融
機
関
窓
口
及

び
収
納
課
に
ご
ざ
い
ま
す
。
）
に

よ
り
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

■
口
座
振
替
可
能
金
融
機
関

　

・
山
梨
中
央
銀
行

　

・
甲
府
信
用
金
庫

・
山
梨
信
用
金
庫

　

・
山
梨
県
民
信
用
組
合

・
梨
北
農
業
協
同
組
合

　

・
三
井
住
友
銀
行　

甲
府
支
店

・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
（
郵
便
局
）

■
申
込
方
法
②

　

次
の
金
融
機
関
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ

カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方
は
、
収
納

課
の
窓
口
に
設
置
し
て
あ
る
受

付
機
〔P

ay-easy

（
ペ
イ
ジ
ー
）〕

で
も
口
座
振
替
の
申
込
み
が
で
き

ま
す
。手
続
き
に
は
、キ
ャ
ッ
シ
ュ

カ
ー
ド
と
暗
証
番
号
が
必
要
で
す
。

■P
ay-easy

対
応
金
融
機
関

　

・
山
梨
中
央
銀
行

　

・
甲
府
信
用
金
庫

・
山
梨
信
用
金
庫

　

・
山
梨
県
民
信
用
組
合

・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

※
梨
北
農
業
協
同
組
合
及
び
、
三

井
住
友
銀
行

甲
府
支
店
を
ご

　

利
用
の
方
は
①
の
方
法
で
お
申

込
み
く
だ
さ
い
。

■
訪
問
受
付
サ
ー
ビ
ス

　

携
帯
型
受
付
機
〔P

ay-easy

〕

を
利
用
し
た
口
座
振
替
の
訪
問
受

付
サ
ー
ビ
ス
で
す
。（P

ay-easy

対
応
金
融
機
関
の
み
対
象
と
な
り

ま
す
。）

収
納
課
が
提
示
す
る
日
程
（
平

日
の
９
時
〜
16
時
30
分
）
の
中
か

ら
、
ご
都
合
の
よ
い
訪
問
日
時
を

お
選
び
く
だ
さ
い
。

　

指
定
日
時
に
、
収
納
課
職
員
が

ご
自
宅
へ
伺
い
、
口
座
振
替
の
手

続
き
を
行
い
ま
す
。

※
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
と
暗
証
番

　

号
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
当
サ
ー
ビ
ス
は
、
上
記
口
座
振

　

替
推
進
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
対
象

　

と
な
り
ま
す
が
、
訪
問
は
指
定

日
と
な
り
ま
す
。

■
訪
問
範
囲

　

韮
崎
市
内

　

今
月
の
納
税
対
象
税
目
及
び
夜

間
・
休
日
窓
口
の
日
程
は
、
広

報
中
央
ペ
ー
ジ
「
情
報
カ
レ
ン

ダ
ー
」
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。
ま

た
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

h
ttp
://w
w
w
.c
ity.n

ira
sa
k
i.

lg.jp/art9
2
4

■
お
問
い
合
わ
せ

収
納
課

　
（
内
線
１
６
１
・
１
６
３
〜
１
６
６
）

今年も実施
します！

日程を調整する 収納課へ電話をかける１

３
収納課職員がご自宅へ伺い
口座振替手続きを行う
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手
続
き
は
５
月
22
日（
火
）ま
で
に

軽
自
動
車
税
の
減
免
申
請

　

身
体
等
に
障
が
い
が
あ
り
、【
表

１
】・【
表
２
】
に
該
当
す
る
方
は
、

軽
自
動
車
税
が
減
免
に
な
り
ま
す
。

（
た
だ
し
、
普
通
自
動
車
で
減
免

を
受
け
て
い
る
方
は
対
象
に
な
り

ま
せ
ん
。）

　

ま
た
、
一
人
暮
ら
し
で
障
が
い

の
あ
る
方
の
所
有
す
る
軽
自
動
車

な
ど
で
、
通
学
・
通
院
の
た
め
に

常
時
介
護
を
す
る
方
が
運
転
す
る

場
合
も
対
象
に
な
り
ま
す
。

■
減
免
の
手
続
き

◇
昨
年
度
申
請
を
し
た
方

　

昨
年
度
に
減
免
の
申
請
を
さ
れ

た
方
は
、
本
年
度
以
降
申
請
内
容

に
変
更
が
な
い
限
り
、
毎
年
度
申

請
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。（
昨

年
度
の
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
方

は
、
改
め
て
申
請
が
必
要
で
す
）

◇
今
年
度
新
た
に
申
請
す
る
方

　

軽
自
動
車
税
の
納
税
通
知
書
が

届
き
ま
し
た
ら
、
５
月
22
日（
火
）

ま
で
に
税
務
課
窓
口
で
手
続
き
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の

＊
本
人
運
転
の
場
合

①
軽
自
動
車
税
の
納
税
通
知
書

②
身
体
障
が
い
者
手
帳
、
戦
傷
病

　

者
手
帳
の
う
ち
該
当
す
る
も
の

　

（
複
数
あ
る
場
合
は
全
て
）

③
運
転
免
許
証
（
本
人
の
も
の
）

④
車
検
証

⑤
印
鑑

＊
家
族
運
転
・
常
時
介
護
者
運
転

　

の
場
合

①
軽
自
動
車
税
の
納
税
通
知
書

②
身
体
障
が
い
者
手
帳
、
戦
傷
病

者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障

が
い
者
保
健
福
祉
手
帳
の
う
ち

該
当
す
る
も
の
（
複
数
あ
る
場

合
は
全
て
）

③
運
転
免
許
証

　

（
運
転
す
る
方
の
も
の
）

④
車
検
証

⑤
印
鑑

⑥（
家
族
運
転
の
場
合
）

　

減
免
資
格
生
計
同
一
証
明
書

　

（
常
時
介
護
者
運
転
の
場
合
）　

　

減
免
資
格
常
時
介
護
証
明
書

■
お
問
い
合
わ
せ

　

税
務
課
市
民
税
担
当

　

（
内
線
１
５
３
〜
１
５
５
）

■
⑥
の
お
問
い
合
わ
せ

　

福
祉
課
障
が
い
福
祉
担
当

　
（
内
線
１
８
２
・
１
８
３
）

障がいの区分
障がいの級別

本人運転の場合
（障がい者本人が所有する車を本人が運転） 生計同一者運転又は常時介護者運転の場合

視覚障がい １級～３級・４級の１
聴覚障がい ２級・３級

平衡機能障がい ３級

音声機能障がい ３級
（喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る）

上肢不自由 １級・２級の１・２級の２
（両上肢の障がいのみ対象）

下肢不自由 １級～６級 １級～３級の１（両下肢の障がいのみ対象）　　　　　　　 （３級の１は欠損に限る）
体幹不自由 １級～３級・５級 １級～３級

幼児期以前の非進
行性の脳病変によ
る運動機能障がい

上肢機能 １級・２級（一上肢にのみに運動機能障がいがある場合を除く）

移動機能 １級～６級 １級～２級・３級
（一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く）

心臓・腎臓・呼吸器
膀胱又は直腸・小腸の機能障がい １級・３級

免疫・肝臓機能障がい １級～３級
視覚・聴覚

平衡機能障がい 特別項症～第４項症

音声機能障がい 特別項症～第２項症
（喉頭摘出による音声機能障がいの場合に限る）

上肢不自由 特別項症～第３項症
下肢不自由 特別項症～第６項症及び第１款症～第３款症 特別項症～第３項症
体幹不自由 特別項症～第６項症及び第１款症～第３款症 特別項症～第４項症

心臓・腎臓・呼吸
膀胱又は直腸・小腸機能障がい 特別項症～第３項症

療育手帳【紺色】 障がいの程度 Ａ

精神障がい者保健福祉手帳【緑色】 １級

身
体
障
害
者
手
帳
【
赤
色
】

戦
傷
病
者
手
帳
【
黒
色
】

運転手 障がい者本人の状況 車の所有者 使用目的
障がい者本人 障がい者本人 目的は問わない

障がい者と生計を一にする者
（家族等）　

療育手帳又は精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている 障がい者と生計を一にする者
（家族等）

身体障がい者の
・通院　･通学　・通所
・通勤　･生業に使用する。
（１年を通し、週三日以上
  もしくは総使用日数か、
  走行距離数の５０％以上）

上記以外
障がい者が１８歳以上 障がい者本人

障がい者が１８歳未満 障がい者と生計を一にする者
（家族等）

障がい者を常時介護する者 世帯全員が身体障がい者等 障がい者本人

　　

 表２  軽自動車等の運転手、所有者及び使用目的の範囲

 表 1   軽自動車税減免対象者の障がいの範囲

＊生計を一にする者・常時介護する者とは、市で「減免資格証明書」を交付された方になります。


